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第２ 民間給与等 

平成 26年職種別民間給与実態調査の概要 

 

１  調査の目的と時期 

この調査は，職員の給与を検討するため，平成 26年４月現在における民間給与

の実態を調査したものである。 

 

２  調査機関 

本委員会，人事院及び新潟県人事委員会等 

 

３  調査の範囲 

（１）調査対象事業所  公務を除く全産業の企業規模 50人以上で，かつ，事業所規

模 50人以上の市内の民間事業所 429 事業所 

（２）調査対象職種  76 職種（行政職相当職種 22職種，その他の職種 54職種） 

 

４  調査対象の抽出 

（１）標本事業所の抽出  上記３の（１）に記載した事業所を統計上の理論に従い，

組織，規模，産業により 10層に層化し，これらの層から 106 事業所を無作為に

抽出し実地調査を行った。調査の完結した事業所は第 10表のとおりである。 

（２）従業員の抽出  初任給関係以外の調査職種については，これに該当する従業

員が多数に上るときは，抽出した従業員について調査を行った。なお，臨時の

従業員及び役員はすべて除外した。 

（３）調査実人員  初任給関係 155 人（行政職に相当する調査実人員 151 人），初任

給関係以外の調査職種 3,918 人（行政職に相当する調査実人員 3,665 人）。 

 

５  集計 

   総計及び平均の算出に際しては，母集団に復元して行った。 
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第 10 表 

産業別，企業規模別調査事業所数 

 

企業規模  
産 業 規模計 500 人以上 

100 人以上 
500 人未満 

100 人未満 

産 業 計 ９５事業所 ２２事業所 ５０事業所 ２３事業所 

農 業 ， 林 業 ， 漁 業        ０        ０        ０        ０ 

鉱 業 ， 建 設 業    １２        １ ５ ６ 

製 造 業    ３０ ４ １８ ８ 

電気・ガス・熱供給・水道業， 
情 報 通 信 業 ， 運 輸 業 

     ２３ ７ １２ ４ 

卸 売 ・ 小 売 業      １０ ３ ６ １ 

金融・保険業，不動産業        ５        ４        １ ０ 

医療，福祉，教育，学習 
支 援 業 ， サ ー ビ ス 業 

     １５ ３ ８ ４ 

（注）１  上記のほか，実地調査に際し，規模等が調査の対象外であることが判明した事業所及び調査不能の事

業所が11あった。 

２  「500 人以上」とは，企業規模 500 人以上で，かつ，事業所規模 50 人以上の事業所を，「100 人以上

500 人未満」とは，企業規模 100 人以上 500 人未満で，かつ，事業所規模 50 人以上の事業所を，「100

人未満」とは，企業規模 50 人以上 100 人未満で，かつ，事業所規模 50 人以上の事業所をいう。(以下

の表について同じ｡) 
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第 11 表 

調査事業所における企業規模及び本･支店別構成 

 

調査事業所の企業規模 
調査事業所数 

本 店 支 店 合 計 

 50 人～99人 ２２ １ ２３

100 人～199 人 ２２ ２ ２４

200 人～299 人 １１ ５ １６

300 人～399 人 ３ ２ ５

400 人～499 人 ４ １ ５

500 人～999 人 ２ ５ ７

1,000 人～2,999 人 ２ ３ ５

3,000 人以上 ０ １０ １０

合  計 ６６ ２９ ９５

（注） 「本店」とは支店・工場等を有する事業所で，当該企業において本店，本社と呼ばれている事業所又は

他に支店，工場等がなく企業が単一の事業所からなっている事業所を，「支店」とは本店以外の事業所を

いう。 
 

 

 

 

 

 



第12表

１　事務・技術関係職種

 (1)  規  模  計

人 歳 円 円 円

3 55.9 836,269 0 836,269

大 学 卒 * * * * * 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 * * * * * 

* * * * * 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 - - - - - 

133 53.8 583,644 1,069 582,575

大 学 卒 86 53.5 630,927 1,468 629,459

短 大 卒 9 52.8 530,583 550 530,033

高 校 卒 36 54.5 485,685 236 485,449

中 学 卒 2 61.4 415,620 0 415,620

52 54.2 543,083 5,367 537,716

大 学 卒 30 54.1 591,933 1,650 590,283

短 大 卒 4 53.0 405,062 0 405,062

高 校 卒 18 54.8 493,228 12,204 481,024

中 学 卒 - - - - - 

81 52.6 637,728 2,832 634,896

大 学 卒 62 52.4 671,451 3,550 667,901

短 大 卒 4 45.2 420,304 0 420,304

高 校 卒 11 55.1 555,718 0 555,718

中 学 卒 4 56.0 444,555 0 444,555

26 52.5 490,858 15,248 475,610

大 学 卒 16 51.7 530,403 22,847 507,556

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 10 53.9 413,897 459 413,438

中 学 卒 - - - - - 

315 49.4 517,860 3,743 514,117

大 学 卒 177 48.4 557,401 4,073 553,328

短 大 卒 24 49.3 414,321 1,967 412,354

高 校 卒 108 51.0 472,391 1,663 470,728

中 学 卒 6 52.4 422,994 29,605 393,389

123 49.9 491,606 8,810 482,796

大 学 卒 58 47.8 500,253 3,667 496,586

短 大 卒 7 46.8 497,288 50,059 447,229

高 校 卒 57 52.2 480,933 9,735 471,198

中 学 卒 * * * * * 

同　　上

２係以上又は構成員10
人以上の課の長
職能資格等が上記課の
長と同等と認められる
課の長及び課長級専門
職

同　　上

同　　上 同　　上

２課以上又は構成員20
人以上の部の長
職能資格等が上記部の
長と同等と認められる
部の長及び部長級専門
職
（取締役兼任者を除
く｡)

同　　上 同　　上

同　　上

 給与(A) うち時間
外手当(B)

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

構成員50人以上の支店
(社)の長
（取締役兼任者を除
く｡)

技 術 部 次 長

事 務 部 次 長

事 務 部 長

技 術 部 長

事 務 課 長

技 術 課 長

(A)-(B)

企業規模別，職種別，学歴別給与額等

工 場 長

支 店 長

備　　考 対 応 級職　種　名
調　査
実人員

平　均
年　齢

本表(2)規模500人以
上，(3)規模100人以
上500人未満及び(4)
規模100人未満の対応
級欄を参照のこと。

構成員50人以上の工場
の長
（取締役兼任者を除
く｡)

 きまって支給する
平成26年４月分平均支給額

同　　上

同　　上

（注）「＊」は，調査実人員が１人の場合である。（以下第12表の各表において同じ。）
　　　「中間職（部長-課長間）」とは，部長と課長の両方がいる場合で，役職，職能資格又は給与上の等級
　　　（格付）から職責が部長と課長の間に位置付けられる者をいう（以下(２)から(４)において同じ）。

前記部長に事故等のあ
るときの職務代行者
職能資格等が上記部の
次長と同等と認められ
る部の次長及び部次長
級専門職
中間職(部長-課長間)

同　　上
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人 歳 円 円 円

139 44.3 537,095 72,868 464,227

大 学 卒 102 43.5 558,927 79,751 479,176

短 大 卒 15 44.5 451,087 43,028 408,059

高 校 卒 22 49.2 467,142 53,167 413,975

中 学 卒 - - - - - 

41 45.8 382,083 42,389 339,694

大 学 卒 13 42.6 365,053 42,775 322,278

短 大 卒 3 43.8 331,504 37,961 293,543

高 校 卒 23 47.5 394,952 39,140 355,812

中 学 卒 2 50.0 413,370 73,690 339,680

348 45.3 396,985 26,559 370,426

大 学 卒 170 44.0 403,848 19,875 383,973

短 大 卒 44 43.0 322,841 15,823 307,018

高 校 卒 132 47.6 412,462 38,723 373,739

中 学 卒 2 55.0 335,325 0 335,325

177 45.1 452,391 58,696 393,695

大 学 卒 63 41.1 460,460 65,372 395,088

短 大 卒 22 41.7 364,211 65,132 299,079

高 校 卒 91 48.5 468,562 53,096 415,466

中 学 卒 * * * * * 

309 40.8 355,859 34,722 321,137

大 学 卒 127 38.4 337,416 30,424 306,992

短 大 卒 68 36.6 267,323 32,502 234,821

高 校 卒 114 46.4 433,477 41,171 392,306

中 学 卒 - - - - - 

102 41.8 354,049 39,601 314,448

大 学 卒 35 38.5 356,289 56,759 299,530

短 大 卒 12 41.2 346,479 59,755 286,724

高 校 卒 55 43.7 354,235 26,072 328,163

中 学 卒 - - - - - 

1,314 36.0 288,032 27,138 260,894

大 学 卒 619 32.2 303,020 34,451 268,569

短 大 卒 295 34.7 246,885 18,174 228,711

高 校 卒 392 43.2 299,376 23,053 276,323

中 学 卒 8 56.6 274,506 11,280 263,226

501 38.2 345,898 55,040 290,858

大 学 卒 214 32.6 331,770 49,143 282,627

短 大 卒 55 35.2 284,316 42,641 241,675

高 校 卒 228 42.6 365,645 60,360 305,285

中 学 卒 4 54.3 423,460 106,260 317,200
（注）「中間職（課長-係長間）」とは，課長と係長の両方がいる場合で，役職，職能資格又は給与上の等級
　　　（格付）から職責が課長と係長の間に位置付けられる者をいう（以下(２)から(４)において同じ）。
　　　「中間職（係長-係員間）」とは，係長と係員の両方がいる場合で，役職，職能資格又は給与上の等級
　　　（格付）から職責が係長と係員の間に位置付けられる者をいう（以下(２)から(４)において同じ）。

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

前記課長に事故等のあると
きの職務代行者
課長に直属し部下に係長等
の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上
を有する者
職能資格等が上記課長代理
と同等と認められる課長代
理及び課長代理級専門職
中間職(課長-係長間)

技 術 係 員

技 術 係 長

事 務 係 員

同　　上

技術課長代理

同　　上

事 務 係 長

係長及び係長級専門職

事 務 主 任 係長等のいる事業所におけ
る主任
係長等のいない事業所にお
ける主任のうち，課長代理
以上に直属し，部下を有す
る者
係長等のいない事業所にお
いて，職能資格等が上記主
任と同等と認められる主任
中間職(係長-係員間)

技 術 主 任

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

 給与(A) うち時間
外手当(B)

 きまって支給する
(A)-(B)

職　種　名

同　　上

備　　考 対 応 級

同　　上

同　　上

同　　上

事務課長代理
本表(2)規模500人以
上，(3)規模100人以
上500人未満及び(4)
規模100人未満の対応
級欄を参照のこと。

調　査
実人員

同　　上 同　　上

同　　上

同　　上
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(2)　規模500人以上

人 歳 円 円 円

3 55.9 836,269 0 836,269

大 学 卒 * * * * * 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 * * * * * 

* * * * * 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 - - - - - 

54 53.7 708,892 2,284 706,608

大 学 卒 47 53.5 713,296 2,580 710,716

短 大 卒 2 53.0 701,064 0 701,064

高 校 卒 4 54.5 728,225 0 728,225

中 学 卒 * * * * * 

13 55.1 718,249 0 718,249

大 学 卒 10 54.8 726,644 0 726,644

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 3 56.4 685,380 0 685,380

中 学 卒 - - - - - 

58 52.6 676,860 3,718 673,142

大 学 卒 51 52.4 697,138 4,173 692,965

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 3 52.0 605,348 0 605,348

中 学 卒 4 56.0 444,555 0 444,555

3 51.8 733,352 0 733,352

大 学 卒 3 51.8 733,352 0 733,352

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

150 48.9 601,267 4,858 596,409

大 学 卒 110 48.3 613,509 4,660 608,849

短 大 卒 * * * * * 

高 校 卒 33 50.4 589,247 602 588,645

中 学 卒 6 52.4 422,994 29,605 393,389

46 50.7 563,815 5,418 558,397

大 学 卒 23 48.5 562,953 10 562,943

短 大 卒 2 53.9 614,520 0 614,520

高 校 卒 21 53.2 561,289 12,667 548,622

中 学 卒 - - - - - 

２課以上又は構成員20人
以上の部の長
職能資格等が上記部の長
と同等と認められる部の
長及び部長級専門職
（取締役兼任者を除く｡)

同　　上

構成員50人以上の工場の
長
（取締役兼任者を除く｡)

同　　上

同　　上 同　　上

同　　上

前記部長に事故等のある
ときの職務代行者
職能資格等が上記部の次
長と同等と認められる部
の次長及び部次長級専門
職
中間職(部長-課長間)

同　　上

２係以上又は構成員10人
以上の課の長
職能資格等が上記課の長
と同等と認められる課の
長及び課長級専門職

一般俸給表
7級，8級

同　　上 同　　上

同　　上

事 務 部 長

 きまって支給する
(A)-(B) 給与(A) うち時間

外手当(B)

職　種　名

工 場 長

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

事 務 部 次 長

事 務 課 長

技 術 部 次 長

技 術 部 長

技 術 課 長

備　　考 対 応 級

構成員50人以上の支店
(社)の長
（取締役兼任者を除く｡)

一般俸給表
9級

支 店 長

調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額
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人 歳 円 円 円

98 44.0 570,303 83,305 486,998

大 学 卒 83 43.4 579,625 85,673 493,952

短 大 卒 8 44.5 491,953 50,755 441,198

高 校 卒 7 52.1 556,100 97,233 458,867

中 学 卒 - - - - - 

* * * * * 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 - - - - - 

107 45.6 484,276 46,101 438,175

大 学 卒 62 43.6 453,269 31,769 421,500

短 大 卒 5 40.9 391,391 51,501 339,890

高 校 卒 40 49.1 541,912 67,894 474,018

中 学 卒 - - - - - 

81 49.1 534,644 56,912 477,732

大 学 卒 25 43.6 557,018 70,900 486,118

短 大 卒 2 49.0 378,289 23,380 354,909

高 校 卒 54 51.8 529,144 51,315 477,829

中 学 卒 - - - - - 

120 45.1 466,091 53,713 412,378

大 学 卒 40 39.6 403,296 47,031 356,265

短 大 卒 13 42.1 363,564 59,084 304,480

高 校 卒 67 49.2 528,257 56,793 471,464

中 学 卒 - - - - - 

18 47.6 500,025 51,867 448,158

大 学 卒 6 43.7 437,657 67,575 370,082

短 大 卒 * * * * * 

高 校 卒 11 49.7 520,247 40,831 479,416

中 学 卒 - - - - - 

475 37.2 330,463 39,283 291,180

大 学 卒 246 32.4 331,645 51,566 280,079

短 大 卒 77 40.8 316,035 19,382 296,653

高 校 卒 149 43.0 336,977 29,578 307,399

中 学 卒 3 57.5 299,658 4,026 295,632

205 42.1 377,794 64,536 313,258

大 学 卒 64 32.5 341,593 48,650 292,943

短 大 卒 11 36.2 317,720 56,604 261,116

高 校 卒 126 45.6 393,730 69,342 324,388

中 学 卒 4 54.3 423,460 106,260 317,200

係長及び係長級専門職

(A)-(B)

事務課長代理

技術課長代理

同　　上

 給与(A) うち時間
外手当(B)

調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

事 務 係 長

技 術 係 長

備　　考 対 応 級 きまって支給する

同　　上

一般俸給表
3級，4級

同　　上

職　種　名

前記課長に事故等のあると
きの職務代行者
課長に直属し部下に係長等
の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上
を有する者
職能資格等が上記課長代理
と同等と認められる課長代
理及び課長代理級専門職
中間職(課長-係長間)

一般俸給表
5級，6級

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

同　　上

一般俸給表
1級

技 術 主 任

同　　上

同　　上

技 術 係 員

事 務 係 員

一般俸給表
2級(一部は3級，4級)

同　　上

事 務 主 任 係長等のいる事業所におけ
る主任
係長等のいない事業所にお
ける主任のうち，課長代理
以上に直属し，部下を有す
る者
係長等のいない事業所にお
いて，職能資格等が上記主
任と同等と認められる主任
中間職(係長-係員間)
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(3)　規模100人以上500人未満

人 歳 円 円 円

- - - - - 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

- - - - - 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

71 54.0 491,341 237 491,104

大 学 卒 32 53.5 528,747 103 528,644

短 大 卒 7 52.7 486,136 694 485,442

高 校 卒 31 54.4 461,177 275 460,902

中 学 卒 * * * * * 

30 53.3 492,872 225 492,647

大 学 卒 19 53.5 506,808 242 506,566

短 大 卒 3 50.5 482,123 0 482,123

高 校 卒 8 53.8 462,432 263 462,169

中 学 卒 - - - - - 

20 53.7 508,874 0 508,874

大 学 卒 8 54.9 522,442 0 522,442

短 大 卒 4 45.2 420,304 0 420,304

高 校 卒 8 56.3 535,256 0 535,256

中 学 卒 - - - - - 

22 53.5 417,690 209 417,481

大 学 卒 12 53.2 420,852 0 420,852

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 10 53.9 413,897 459 413,438

中 学 卒 - - - - - 

160 50.4 417,814 2,521 415,293

大 学 卒 65 48.9 430,857 2,876 427,981

短 大 卒 21 50.2 401,301 2,375 398,926

高 校 卒 74 51.6 411,299 2,257 409,042

中 学 卒 - - - - - 

57 49.1 455,307 2,986 452,321

大 学 卒 31 47.3 452,906 2,089 450,817

短 大 卒 3 49.8 446,860 0 446,860

高 校 卒 22 51.0 453,984 4,748 449,236

中 学 卒 * * * * * 

支 店 長

構成員50人以上の支店
(社)の長
（取締役兼任者を除く｡)

一般俸給表
7級，8級

工 場 長

構成員50人以上の工場の
長
（取締役兼任者を除く｡)

同　　上

事 務 部 長
２課以上又は構成員20人
以上の部の長
職能資格等が上記部の長
と同等と認められる部の
長及び部長級専門職
（取締役兼任者を除く｡)

同　　上

技 術 部 長

同　　上 同　　上

事 務 部 次 長 前記部長に事故等のある
ときの職務代行者
職能資格等が上記部の次
長と同等と認められる部
の次長及び部次長級専門
職
中間職(部長-課長間)

技 術 部 次 長

対 応 級 きまって支給する
(A)-(B) 給与(A) うち時間

外手当(B)

職　種　名
調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

備　　考

同　　上

事 務 課 長
２係以上又は構成員10人
以上の課の長
職能資格等が上記課の長
と同等と認められる課の
長及び課長級専門職

同　　上

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

同　　上

一般俸給表
5級，6級

技 術 課 長

同　　上 同　　上
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人 歳 円 円 円

41 45.4 373,363 21,409 351,954

大 学 卒 19 44.6 367,438 24,963 342,475

短 大 卒 7 44.4 342,208 22,440 319,768

高 校 卒 15 46.9 393,706 16,791 376,915

中 学 卒 - - - - - 

21 45.0 367,793 5,237 362,556

大 学 卒 6 44.8 376,662 0 376,662

短 大 卒 2 47.5 316,284 19,752 296,532

高 校 卒 13 44.6 371,456 5,413 366,043

中 学 卒 - - - - - 

216 45.2 362,472 18,025 344,447

大 学 卒 99 44.7 378,355 13,511 364,844

短 大 卒 34 44.3 331,781 14,182 317,599

高 校 卒 81 45.9 356,474 25,367 331,107

中 学 卒 2 55.0 335,325 0 335,325

76 40.6 371,863 60,730 311,133

大 学 卒 33 39.9 380,979 56,128 324,851

短 大 卒 14 40.7 363,164 65,685 297,479

高 校 卒 29 41.3 365,470 63,658 301,812

中 学 卒 - - - - - 

175 38.1 282,096 23,553 258,543

大 学 卒 78 37.9 304,164 24,825 279,339

短 大 卒 52 35.2 240,090 26,354 213,736

高 校 卒 45 42.0 293,611 17,929 275,682

中 学 卒 - - - - - 

57 38.0 326,429 58,141 268,288

大 学 卒 25 37.1 350,528 68,754 281,774

短 大 卒 9 39.9 318,410 52,035 266,375

高 校 卒 23 38.4 302,506 48,595 253,911

中 学 卒 - - - - - 

734 34.8 260,188 19,429 240,759

大 学 卒 328 32.2 281,963 21,344 260,619

短 大 卒 197 31.8 219,317 18,389 200,928

高 校 卒 205 42.9 274,532 17,532 257,000

中 学 卒 4 54.5 253,657 15,629 238,028

234 34.6 324,919 48,034 276,885

大 学 卒 131 32.5 330,349 49,980 280,369

短 大 卒 30 36.5 286,796 43,019 243,777

高 校 卒 73 37.6 328,314 46,410 281,904

中 学 卒 - - - - - 

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

技術課長代理

前記課長に事故等のあると
きの職務代行者
課長に直属し部下に係長等
の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上
を有する者
職能資格等が上記課長代理
と同等と認められる課長代
理及び課長代理級専門職
中間職(課長-係長間)

うち時間
外手当(B)

事務課長代理

事 務 係 長

職　種　名
調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

備　　考 対 応 級 きまって支給する
(A)-(B) 給与(A)

一般俸給表
4級

一般俸給表
3級

同　　上

係長及び係長級専門職

技 術 係 長

同　　上 同　　上

技 術 係 員

同　　上

事 務 主 任 係長等のいる事業所におけ
る主任
係長等のいない事業所にお
ける主任のうち，課長代理
以上に直属し，部下を有す
る者
係長等のいない事業所にお
いて，職能資格等が上記主
任と同等と認められる主任
中間職(係長-係員間)

一般俸給表
2級(一部は3級)

技 術 主 任

同　　上 同　　上

事 務 係 員

一般俸給表
1級

同　　上
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(4)　規模100人未満

人 歳 円 円 円

- - - - - 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

- - - - - 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

8 53.6 511,321 0 511,321

大 学 卒 7 53.2 525,554 0 525,554

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 - - - - - 

9 55.1 427,453 23,087 404,366

大 学 卒 * * * * * 

短 大 卒 * * * * * 

高 校 卒 7 54.9 451,567 24,824 426,743

中 学 卒 - - - - - 

3 47.5 529,670 0 529,670

大 学 卒 3 47.5 529,670 0 529,670

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

* * * * * 

大 学 卒 * * * * * 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

5 42.1 416,934 0 416,934

大 学 卒 2 45.5 416,655 0 416,655

短 大 卒 2 41.0 400,680 0 400,680

高 校 卒 * * * * * 

中 学 卒 - - - - - 

20 50.2 419,834 26,839 392,995

大 学 卒 4 47.0 417,311 31,636 385,675

短 大 卒 2 40.0 470,959 124,040 346,919

高 校 卒 14 52.5 413,252 11,583 401,669

中 学 卒 - - - - - 

２係以上又は構成員10人
以上の課の長
職能資格等が上記課の長
と同等と認められる課の
長及び課長級専門職

一般俸給表
5級

技 術 課 長

同　　上

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

同　　上

同　　上

事 務 部 長
２課以上又は構成員20人
以上の部の長
職能資格等が上記部の長
と同等と認められる部の
長及び部長級専門職
（取締役兼任者を除く｡)

同　　上

事 務 課 長

同　　上

事 務 部 次 長 前記部長に事故等のある
ときの職務代行者
職能資格等が上記部の次
長と同等と認められる部
の次長及び部次長級専門
職
中間職(部長-課長間)

技 術 部 次 長

技 術 部 長

同　　上

同　　上 同　　上

支 店 長

構成員50人以上の支店
(社)の長
（取締役兼任者を除く｡)

一般俸給表
6級，7級

同　　上

備　　考 対 応 級 きまって支給する
(A)-(B) 給与(A) うち時間

外手当(B)

調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

工 場 長

構成員50人以上の工場の
長
（取締役兼任者を除く｡)

職　種　名
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人 歳 円 円 円

- - - - - 

大 学 卒 - - - - - 

短 大 卒 - - - - - 

高 校 卒 - - - - - 

中 学 卒 - - - - - 

19 46.4 386,169 68,439 317,730

大 学 卒 7 41.5 359,240 64,194 295,046

短 大 卒 * * * * * 

高 校 卒 9 50.2 405,166 71,596 333,570

中 学 卒 2 50.0 413,370 73,690 339,680

25 45.3 328,300 15,993 312,307

大 学 卒 9 40.4 342,827 6,900 335,927

短 大 卒 5 38.5 241,995 2,083 239,912

高 校 卒 11 52.4 355,643 29,755 325,888

中 学 卒 - - - - - 

20 41.0 341,881 60,361 281,520

大 学 卒 5 34.7 347,339 80,053 267,286

短 大 卒 6 41.3 361,941 76,089 285,852

高 校 卒 8 44.3 324,220 39,797 284,423

中 学 卒 * * * * * 

14 38.9 320,327 15,425 304,902

大 学 卒 9 37.9 321,929 10,010 311,919

短 大 卒 3 35.2 278,380 18,933 259,447

高 校 卒 2 48.5 376,037 34,532 341,505

中 学 卒 - - - - - 

27 44.5 336,541 10,191 326,350

大 学 卒 4 39.8 312,925 0 312,925

短 大 卒 2 43.0 339,476 76,286 263,190

高 校 卒 21 45.6 340,814 6,312 334,502

中 学 卒 - - - - - 

105 37.6 243,048 12,600 230,448

大 学 卒 45 31.1 253,667 8,260 245,407

短 大 卒 21 36.2 214,348 10,584 203,764

高 校 卒 38 45.3 244,835 18,921 225,914

中 学 卒 * * * * * 

62 34.8 288,917 40,538 248,379

大 学 卒 19 33.5 308,445 45,799 262,646

短 大 卒 14 32.4 253,133 30,635 222,498

高 校 卒 29 36.8 293,398 41,873 251,525

中 学 卒 - - - - - 

同　　上 同　　上

事 務 係 長

一般俸給表
3級

係長及び係長級専門職

技 術 係 長

技術課長代理

同　　上 同　　上

前記課長に事故等のあると
きの職務代行者
課長に直属し部下に係長等
の役職者を有する者
課長に直属し部下４人以上
を有する者
職能資格等が上記課長代理
と同等と認められる課長代
理及び課長代理級専門職
中間職(課長-係長間)

事務課長代理

一般俸給表
4級

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額

備　　考 対 応 級 きまって支給する
(A)-(B)

事
 
 
務
 
 
・
 
 
技
 
 
術
 
 
関
 
 
係
 
 
職
 
 
種

事 務 主 任 係長等のいる事業所におけ
る主任
係長等のいない事業所にお
ける主任のうち，課長代理
以上に直属し，部下を有す
る者
係長等のいない事業所にお
いて，職能資格等が上記主
任と同等と認められる主任
中間職(係長-係員間)

一般俸給表
2級(一部は3級)

技 術 主 任

同　　上 同　　上

事 務 係 員

一般俸給表
1級

技 術 係 員

同　　上

 給与(A) うち時間
外手当(B)

職　種　名
調　査
実人員
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２　その他の職種（規模計）

人 歳 円 円 円

* * * * * 

2 47.0 289,439 3,399 286,040

- - - - - 

* * * * * 

- - - - - 

* * * * * 

15 60.2 698,399 18,333 680,066

16 55.3 541,691 3,750 537,941

11 44.0 477,137 17,200 459,937

13 36.4 382,739 14,713 368,026

* * * * * 

2 63.0 478,223 0 478,223

28 38.8 383,820 0 383,820

- - - - - 

2 48.0 540,149 0 540,149

3 44.1 427,871 20,069 407,802

7 47.9 466,091 4,877 461,214

29 34.1 337,657 57,551 280,106

- - - - - 

病 院 長 * * * * * 

副 院 長 2 59.0 1,235,150 0 1,235,150

医 科 長 * * * * * 

医 師 4 34.3 1,008,147 63,125 945,022

歯 科 医 師 * * * * * 

薬 局 長 * * * * * 

薬 剤 師 7 29.9 293,115 32,809 260,306

診 療 放 射 線 技 師 10 40.7 393,293 72,761 320,532

臨 床 検 査 技 師 13 43.2 363,157 53,358 309,799

栄 養 士 4 29.5 257,391 10,958 246,433

理 学 療 法 士 11 37.6 297,651 167 297,484

作 業 療 法 士 6 31.2 263,925 0 263,925

総 看 護 師 長 * * * * * 

看 護 師 長 19 45.0 394,551 27,745 366,806

看 護 師 38 38.8 349,582 38,126 311,456

准 看 護 師 2 57.0 356,880 22,535 334,345

業務委託契約等に基づき，他の
事業所において業務に従事して
いる者を除く。

医
療
関
係
職
種

研
究
関
係
職
種

主 任 研 究 員

教
育
関
係
職
種

大 学 講 師

高 等 学 校 教 頭

大 学 学 部 長

大 学 教 授

大 学 准 教 授

大 学 助 教

高 等 学 校 校 長

研 究 補 助 員

高 等 学 校 教 諭

研 究 所 長

研 究 部 （ 課 ） 長

研 究 室 （ 係 ） 長

部下に看護師長５人以上

部下に看護師又は准看護師５人以上

部下に医師又は歯科医師５人以上

研 究 員

構成員50人以上の所の長(取締役兼任
者を除く｡)

部下に薬剤師２人以上

上記病院長に事故等のあるときの職
務代行者

部下に医師又は歯科医師１人以上

２室(係)以上又は構成員７人以上の
部(課)の長

構成員３人以上の室(係)の長

下記研究員より上位の者（研究
所長の職名を有する者，上記研
究部(課)長及び研究室(係)長を
除く｡)

職　種　名

技
能
・
労
務
関
係
職
種

大 学 学 長

備　　考

電 話 交 換 手

自家用乗用自 動車
運 転 手
守 衛

用 務 員

調　査
実人員

平　均
年　齢

平成26年４月分平均支給額
 きまって支給する

(A)-(B) 給与(A) うち時間
外手当(B)

電話交換手については，見習，
外国語の電話交換手を除く。
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第 13 表 

民間における職種別，学歴別初任給 

 (単位：円) 

職           種 学       歴 初 任 給 額 

     

        

 

大  学  卒 

短  大  卒 

高  校  卒 

１８７，１２５ 

     １６８，４２０ 

１６２，５９２ 

 

 

 

     

新卒事務員 

大  学  卒 

短  大  卒 

高  校  卒 

１８５，３４９ 

     １６７，３５２ 

１６１，１４２ 

新卒技術者 

大  学  卒 

短  大  卒 

高  校  卒 

１９７，７０６ 

１７１，９７６ 

１６４，７９４ 

（注） 金額は，きまって支給する給与から時間外手当，家族手当，通勤手当等特定の者にのみ支給される給

与を除き，公務員の地域手当に相当する額を含むものであり，採用のある事業所について平均したもの

である。 

 備 考 市職員の場合，学歴別初任給額は大学卒 178,800 円，短大卒 158,700 円，高校卒 144,500 円である。 

 

 

第 14 表 
民間における初任給の改定状況 

（単位：％） 
項目 

 
学歴 

     
採用あり 初任給の改定状況 採用なし 

 増額 据置 減額  
大 学 卒 １８．８ （21.8） （78.2） （0.0） ８１．２ 

高 校 卒 １２．６ （24.3） （75.7） （0.0） ８７．４ 

（注） ( )内は，採用がある事業所を 100 とした割合である。 

 

 

第 15 表 

民間における定期昇給制度の状況 

                                                                         （単位：％） 

項目  

役職段階 

定期昇給 

制度あり 

定期昇給 

制度なし 自動昇給 査定昇給 昇格昇給 

係 員 ９３．２ ４７．０ ７０．２ ４０．５ ６．８ 

課長級 ８３．７ ４１．７ ６０．１ ３８．１ １６．３ 

（注） 昇給制度の内容は，複数回答である。 

 

 

新卒事務員・技術者計 
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第 16 表 

民間における家族手当の支給状況 

（単位：円） 

扶養家族の構成 支 給 月 額 

配偶者 １２，１７９ 

配偶者と子１人 １８，７２６ 

配偶者と子２人 ２４，３７８ 

（注） 家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とし,従業員数を基に算出した。 

 備 考 市職員の場合，扶養手当の現行支給月額は，配偶者については 13,000 円，配偶者以外については，

１人につき 6,500 円である。なお，満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの子がいる場合は，

当該子１人につき 5,000 円が加算される。 

 

 

 

第 17 表 

民間における特別給の支給状況 

 

区   分 

項   目 事務･技術等従業員 

平均所定内給与月額 下半期 （A1） 

上半期 （A2） 

３５６，５１２円 
３５８，７２０円 

特 別 給 の 支 給 額 下半期 （B1） 

上半期 （B2） 

７３１，４０７円 

７３１，４８４円 

特別給の支給割合 下半期 （B1／A1） 

上半期 （B2／A2） 

  ２．０５月分 

    ２．０４月分 

年 間 の 平 均       ４．０９月分 
（注） 下半期とは平成 25年 8月から平成 26年１月まで，上半期とは同年 2 月から 7 月までの期間をいう。 

備 考 市職員の場合，現行の年間支給月数は，平均で 3.95 月である。 

 

 

 

第 18 表 

民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況 

                                     （単位：％） 

部 長 級 課 長 級 係  員 

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 

６２．１ ３７．９ ６０．８ ３９．２ ６７．２ ３２．８ 
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第 19 表 

民間における異なる地域に事業所が所在する場合の給与の支給状況 

                                     （単位：％） 

給与の 

支給額が 

異なる 

 給与の 

支給額が

同じ 

給与種目（複数回答） 

基本給 地域(都市手当) 住宅手当 その他 

６５．９ ３．６ ４９．９ １０．６ １０．７ ３４．１

（注） 事業所が異なる都道府県に所在する企業を 100 とした割合である。 

 

 
 
第 20 表 

民間における交通用具使用者に係る通勤手当の支給状況 

                                     （単位：％） 

支給する 

 

支給しない
支 給 形 態 

運賃相当額制 
距離段階別 

定額制 
一律定額制 その他 

９９．２ (１５．８) (６８．１) (３．８) (１２．３) (０．８)

（注） 支給形態の( )内は，交通用具使用者に手当を支給する事業所を 100 とした割合である。 

 
 
 
第 21 表 

民間における単身赴任手当の支給状況 

（単位：％） 

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合 

支 給 す る ７４．７ 

支 給 し な い ２５．３ 

単身赴任手当の支給方法が一律定額の 

事業所における平均支給月額 
３４，７６９円 

（注） 事業所割合は，転居を伴う異動がある事業所を 100 とした割合である。 

 備 考 市職員の場合，単身赴任手当の基礎額の現行支給月額は，23,000 円である。 
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第 22 表 

民間における単身赴任者に対する賃金以外の措置としての帰宅費用の支給状況 

                                     （単位：％） 

帰宅費用を 

支給する 

 

帰宅費用を 

支給しない 
年間支給回数 

1～11 回 12 回 13～23 回 24 回 25 回以上 平均 

６５．５ （17.3） （69.5） （0.0） （13.2） （0.0） 12.2 回 ３４．５ 

（注） １ 単身赴任手当を支給する事業所を 100 とした割合である。 

    ２ 年間支給回数は，単身赴任手当及び賃金以外の措置として帰宅費用を支給する事業所の状況であ

り，( )内は当該事業所を 100 とした割合である。 

 
 
 
第 23 表 

民間における公的年金が支給されない再雇用者の単身赴任手当の取扱い 

                                     （単位：％） 

転居を伴う 

異動がある 

 
転居を伴う 

異動がない 
単身赴任手当を 

支給する 

単身赴任手当を 

支給しない 
未定 

５０．３ （６３.５） （３６.５） （０.０） ４９．７ 

（注） １ 定年年齢が 60歳であり，かつ，平成 25年 4月以降，フルタイムの再雇用制度を有し，かつ，定

年前の常勤従業員に単身赴任手当を支給する事業所を 100 とした割合である。 

    ２ ( )内は，公的年金が支給されない再雇用者に転居を伴う異動がある事業所を 100 とした割合で

ある。 

 備 考 本表は「平成 25年職種別民間給与実態調査」によるものである。 
 
 
 


